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◎公開可 
11月 12 日に中医協総会が開催され、主に訪問看護に関する次の八つの論点につい

ておおむね異論は出なかった。①地域と連携し精神科訪問看護を提供する訪問看護ス

テーションの評価②難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護の評価③妊産婦・乳幼

児への訪問看護で、育児支援のみは対象外とし、傷病に基づく訪問看護内の育児支援

を評価に含める明確化④関係機関と ICT で情報共有した場合の評価⑤訪問看護指示

書の郵送費を保険医療機関が負担することの明確化⑥訪問看護ステーションの従事

者への医療安全研修受講の義務化⑦訪問時刻を記録することの明確化⑧過疎地域な

ど、移動やケアの時間を含めて長時間かかる場合の評価。木澤常任理事は③について、

本人へのケアと併せて育児支援・指導を行う時間についても提供時間に含まれる方向

で明確化すべき、④については、さらなる推進に向け連携体制を整備している場合の

評価が必要と述べた。さらに⑧について、へき地や豪雪地帯などでも特別地域訪問看

護加算を算定できるように検討すべきとし、その他の論点にも賛同した。（執筆：木

澤常任理事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少・サービス需要の変化に応じた 

サービス提供体制の構築等を議論 
- 中医協総会 - 

「ハヤヨミ！ 看護政策」は、看護政策関連の情報や本会の動きを、都道府県看護協会の皆さ

まと本会職能委員の皆さまにお伝えするものです。内部活用を基本としていますが、中見出

しに記載している「◎」は公開可能な内容、「■」は公開をお控えいただきたい内容です。情

報の取り扱いには、ご留意いただくようお願い申し上げます。 


